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25　行政委員会

01　農業委員会

01　委員会の構成・任期・
報酬

01　組織

再編

経過措置
6年程度

１　定数・選挙区について
　合併時においては、３つの農業委員会を設置する。各委員会の選挙
による委員定数については、１０～１５名の範囲で合併時までに調整す
ることとする。なお、選挙区について下記のとおりとする。
【①郡】　釧路市・釧路町
【②郡】　阿寒町・鶴居村
【③郡】　白糠町・音別町
　但し、経過措置の６年後には１つの農業委員会とすることを原則に新
市において検討する。
 
２　任期について
　合併特例法第８条第３項の在任特例を適用し、合併後１年以内とす
る。（平成１７年７月１９日を目途とする。）

３　選任委員の取り扱いについて
　合併の日に合わせて選任することとする。

同左

同左

１　定数・選挙区
　合併時においては、２つの農業委員会を設置することとし、各委員会
の選挙による委員定数は１２人とする。
　なお、選挙区及び市町ごとの定数は下記のとおりとする。
【①郡】　釧路市（５人）・阿寒町 （7人）
【②郡】　白糠町（７人）・音別町（５人）
　但し、在任特例期間終了後２期（１期３年）以内で１つの農業委員会と
することを原則に新市において検討する。
 
２　任期
　合併特例法第８条第１項第１号の規定を適用し、平成１８年４月３０日
まで引き続き新市の農業委員会の選挙された委員として在任する。

３　選任委員の取り扱い
　合併の日に選任する。

４　報酬
　釧路市の例（現行月額：会長５９，０００円・委員４７，０００円）とする。

５　費用弁償
　新市の旅費規程に準じる。

６　手数料
　　①　現況証明は白糠町・音別町の例（現行：１，０００円／件）とす
　　　　る。
　　②　嘱託登記手数料は釧路市の例
　　　　（現行：土地表示　　　　７，７３８円／件（１筆増９６６円）
　　　　　　　　 名義人表示　　 ５，０４０円／件（１筆増８０８円）
　　　　　　　　 所有権移転　 １５，０７８円／件（１筆増８０８円）とする。

①　全文修正 釧路町・鶴居村離脱によ
る修正と合わせ、調整内
容の表現を精査
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